
　
　
　
　
　
　
会
長
　
伊
藤
　
惠
子

　
町
民
皆
様
方
に
は
、
農
業
委
員
会

の
活
動
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
改
正
農
業
委
員
会
法
の
施
行
か
ら

二
度
目
の
改
選
を
迎
え
、
町
議
会
の

同
意
を
得
た
十
六
名
の
農
業
委
員
に

対
し
、
令
和
三
年
四
月
二
十
日
に
町

長
よ
り
辞
令
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
一
同
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で

あ
り
ま
す
。

　
農
業
委
員
会
法
が
改
正
さ
れ
て
五

年
が
経
過
す
る
中
で
、
人
・
農
地
プ

ラ
ン
の
実
質
化
等
の
農
地
利
用
最
適

化
の
推
進
に
邁
進
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　
昨
年
来
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
流
行
が
収
束
し
な
い
中
、
全
国
的

な
担
い
手
の
不
足
等
、
農
業
・
農
村

を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
い
状
況
に

あ
り
ま
す
が
、
直
面
し
て
い
る
諸
課

題
に
対
応
し
、
農
地
を
守
り
活
か
す

活
動
か
ら
美
里
町
の
農
業
の
振
興
と

発
展
、
魅
力
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く
り

に
努
力
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
後
と
も
町
民
皆
様
の
尚
一
層
の

ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上

げ
就
任
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

農業委員紹介
令和３年度事業計画
農業委員会からのお知らせ
農地の権利移動等の状況
農地法第３条下限面積の引き下げ

主な内容

私たちが農業委員です。お気軽にご相談ください。

さとみ

美里町農業委員会 美里町木間塚字中央１番地
TEL 58－1214　FAX 58－1216

令和３年８月１日
発 行

第29号



※掲載項目

氏名

行政区

所属委員会

み　　さ　　と農業委員会だより 令和３年８月１日（2）

事務所の所在地

美 里 町 南 郷 庁 舎
美里町木間塚字中央１番地
電話58－1214

伊藤　惠子
（上二郷 1）

小野　保裕
（小島・農地）

鈴木　幸博
（中二郷 2・農政）

久道　雄悦
（木間塚 2・農政）

柴山　真二
（和多田沼 1・農政）

片倉　澄子
（大柳 3・農政）

佐々木　幸一郎
（不動堂７区・農政）

会　

長　
　
　
　
　

伊
藤　

惠
子

会
長
職
務
代
理
者　

邉
見　

勝
寿

○
農
地
委
員
会

　

委 

員 

長　
　
　

遊
佐　

恭
一

　

副
委
員
長　
　
　

小
野　

保
裕

○
農
政
委
員
会

　

委 

員 

長　
　
　

鈴
木　

幸
博

　

副
委
員
長　
　
　

久
道　

雄
悦

○
被
害
防
止
対
策
委
員
会

　

委 

員 

長　
　
　

後
藤
幸
太
郎

　

副
委
員
長　
　
　

柴
山　

真
二

さ　さ　き　　 こういちろう

しばやま　　しん じ

かたくら　　すみ こ

ひさみち　　ゆうえつ

い とう　　けい こ

すず き　　 ゆきひろ

お　の　　 やすひろ

　４月２０日に新しい農業委員に対する辞令交付式が行わ

れ、議会の同意を得た１６人に対して町長より辞令が交付

され、新しい農業委員会がスタートしました。

　また、同日、新体制による初の総会を開催し、会長、会

長職務代理者や担任委員会などの構成を決定しました。

任期：令和３年４月２０日～令和６年４月１９日

新しい農業委員を紹介します



農業委員会だよりみ　　さ　　と（3）令和３年８月１日

ＪＲ陸前谷地駅

Ｊ
Ｒ

小
牛
田
駅

福田　なほ子
（関根・農地）

後藤　幸太郎
（平針 2区・農政）

尾形　司
（荻埣・農地）

遊佐　恭一
（平針 3区・農地）

邉見　勝寿
（二又）

古内　世紀
（峯山・農地）我妻　卓美

（松ケ崎・農地）

ふく だ　　　な　お　こ へん み　　 かつとし

お がた　 つかさ

澁谷　正行
（中組・農地）

しぶ や　　 まさゆき

ゆ　さ　 きょういち

ご とう　　こう た ろう

わがつま　　たく み

ふるうち　　せい き

渡邉　雅光
（下小牛田２区・農政）

わたなべ　　まさみつ

新
任
委
員
の
抱
負

新
任
委
員
の
抱
負

腰
を
据
え
た
農
業
経
営
の
実
現
に
努
力
し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
業
委
員
　
澁
谷
　
正
行

　
こ
の
度
、
議
会
の
同
意
を
頂
き
、
町
長
か
ら
農
業
委
員

に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま

す
。

　
今
の
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
も

の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
農
地
の
有
効
利
用
や
担
い
手
の
高
齢
化
と
後
継
者
の
育

成
・
確
保
、
そ
し
て
、
遊
休
農
地
や
耕
作
放
棄
地
の
解
消

な
ど
様
々
な
課
題
を
改
善
し
て
い
く
た
め
に
、
各
種
法
令

を
遵
守
し
、
先
輩
委
員
と
連
携
し
な
が
ら
、
若
者
が
安
心

し
て
農
業
が
営
ま
れ
る
よ
う
対
話
な
ど
を
通
じ
て
、
農
業

発
展
の
た
め
微
力
な
が
ら
そ
の
一
端
を
担
っ
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

地
域
と
女
性
農
業
者
の
声
に
耳
を
傾
け
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
業
委
員
　
片
倉
　
澄
子

　
こ
の
度
、
初
め
て
農
業
委
員
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く

事
に
な
り
ま
し
た
。

　
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
、
担
い
手
不
足
、
遊
休
農
地
の

増
加
な
ど
、
美
里
町
の
農
業
を
取
り
巻
く
状
況
は
厳
し
さ

を
増
し
て
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
中
で
、
私
は
、
農
家
及
び
農
村
地
域
に
お
け

る
女
性
の
役
割
は
重
要
だ
と
考
え
ま
す
。

　
女
性
農
業
従
事
者
の
意
見
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
地
域

農
業
振
興
の
一
助
に
な
れ
る
よ
う
努
力
い
た
し
ま
す
。

　
三
年
間
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

任期満了により３名の方が退任されました。
　　大　﨑　幸　信　様
　　大　友　重　善　様
　　佐々木　裕　一　様
　長年にわたり農業委員会活動にご尽力を
いただき、ありがとうございました。

退任委員の紹介



年　　月 農地調査委員会 総　　会

令和３年　８月 １６日（月） ２５日（水）

９月 １４日（火） ２４日（金）

１０月 １３日（水） ２５日（月）

１１月 １２日（金） ２５日（木）

美里町農業委員会総会等開催予定日

※12月以降の開催日については、広報みさと及び農業委員会だより（12月1日発行）でお知らせします。

※各種行事等により日程は変更になることもありますので、その際はご了承願います。

み　　さ　　と農業委員会だより 令和３年８月１日（4）

令
和
三
年
度
　
美
里
町
農
業
委
員
会
事
業
計
画

　
五
月
二
十
五
日
開
催
の
第
六
回
総
会
に
お
い
て
、
令
和
三
年
度
の
事
業
計
画
が
決
定
し
ま
し
た
。

基
本
方
針

主
な
重
点
事
項

基
本
方
針

主
な
重
点
事
項

一
．
法
令
に
基
づ
く
業
務

①
耕
作
者
の
権
利
の
保
全
及
び
取
得
の
促

　
進

②
農
地
の
相
続
等
の
届
出
に
関
す
る
周
知

　
徹
底

③
優
良
農
地
の
保
全
・
転
用
等
の
効
率
的

　
利
用
の
促
進
、
違
法
転
用
の
未
然
防
止
、

　
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
の
強
化
、
農
地
転
用

　
許
可
後
の
継
続
調
査
、
形
状
変
更
に
係

　
る
着
工
前
の
届
け
出
の
指
導
・
現
地
調

　
査

④
利
用
状
況
調
査
に
よ
る
遊
休
農
地
の
把

　
握
と
指
導
強
化
及
び
遊
休
農
地
の
解
消

　
に
向
け
た
取
組
み

⑤
農
地
所
有
適
格
法
人
の
要
件
適
合
性
の

　
確
認

⑥
和
解
・
紛
争
・
調
停
等
土
地
利
用
調
整

⑦
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進

⑧
農
地
中
間
管
理
事
業
の
円
滑
な
推
進
と

　
地
域
調
和
に
配
慮
し
た
農
業
の
発
展
の

　
推
進

二
．
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
基
づ

　
　
く
中
核
的
担
い
手
及
び
生
産
組
織
の

　
　
育
成

①
認
定
農
業
者
へ
の
農
地
集
積
の
促
進
、

　
農
地
の
貸
借
、
売
買
に
よ
る
利
用
集
積

　
の
推
進

②
多
様
な
担
い
手
へ
の
農
地
の
有
効
活
用
、

　
生
産
規
模
拡
大
、
効
率
的
で
安
定
的
な

　
経
営
の
支
援

三
．
農
業
経
営
・
生
産
環
境
の
整
備
促
進

①
町
や
関
係
機
関
等
に
対
し
、
農
地
等
の

　
利
用
最
適
化
の
推
進
に
関
す
る
事
項
を

　
効
率
的
・
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
の

　
施
策
の
改
善
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
意

　
見
の
提
出

②
農
業
者
年
金
へ
の
加
入
促
進

③
相
談
業
務
の
充
実

④
税
務
関
係
部
局
と
の
連
携
に
よ
る
税
務

　
相
談
対
策

⑤
全
国
農
業
新
聞
・
全
国
農
業
図
書
の
普

　
及
拡
大
に
よ
る
情
報
活
動
の
充
実

⑥
参
考
賃
借
料
の
情
報
提
供
及
び
適
正
な

　
農
作
業
標
準
賃
金
の
策
定

⑦
家
族
経
営
協
定
や
新
規
就
農
者
、
青
年

　
農
業
者
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
に
掲
載
さ

　
れ
た
地
域
の
中
心
経
営
体
、
農
業
と
他

　
業
種
を
組
み
合
わ
せ
た
「
半
農
半
他
業

　
種
」
な
ど
の
多
様
な
担
い
手
の
支
援
の

　
推
進

⑧
法
人
化
や
農
業
経
営
の
合
理
化
に
関
す

　
る
支
援

⑨
将
来
の
農
地
中
間
管
理
事
業
の
一
元
化

　
に
向
け
た
推
進
の
構
築

四
．
農
業
委
員
会
組
織
体
制
の
整
備

①
総
会
議
事
録
の
公
表

②
農
業
委
員
会
活
動
の
周
知
徹
底

　
近
年
の
農
業
情
勢
は
、
農
業
従
事
者
の

高
齢
化
や
担
い
手
不
足
に
よ
る
農
業
人
口

の
減
少
問
題
や
国
に
よ
る
減
反
政
策
の
廃

止
、
さ
ら
に
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
）
交
渉
、
Ｆ
Ｔ
Ａ

（
自
由
貿
易
協
定
）
交
渉
、
ま
た
、
Ｅ
Ｐ

Ａ
（
経
済
連
携
協
定
）
交
渉
な
ど
、
貿
易

の
自
由
化
に
向
け
た
動
き
が
加
速
化
し
、

将
来
を
見
通
せ
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
平
成
二
十
八
年
に

「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
」
が
改

正
さ
れ
農
地
法
に
基
づ
く
許
認
可
事
務
の

他
に
、
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
が
農
業

委
員
会
の
最
も
重
要
な
役
割
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
た
め
本
委
員
会
は
、
世
界
農
業
遺

産
の
認
定
を
受
け
た
こ
の
大
崎
地
域
の
農

業
・
農
村
の
よ
り
一
層
の
振
興
・
発
展
に

つ
な
げ
る
た
め
、
農
業
者
の
代
表
機
関
と

し
て
農
地
の
有
効
利
用
、
担
い
手
の
育

成
・
確
保
な
ど
に
つ
い
て
、
地
域
農
業
課

題
へ
の
積
極
的
な
関
与
に
努
め
て
参
り
ま

す
。



農業者年金に加入しませんか？

農業者年金は、国民年金の第１号被保険者（国民年金保険料免除者を除く）で、年間６０日以上農業

に従事する６０歳未満の方なら誰でも加入できます。

詳しい内容や加入のお申込みは、農業委員会またはお近くのＪＡにお問い合わせください。

保険料が

全額社会保険料控除の

対象なんです！

経営や家計の状況

により保険料を

上げたり下げたり

できるんです！

農業委員会だよりみ　　さ　　と（5）令和３年８月１日

農地の権利移動・設定・転用等状況
（令和２年４月から令和３年３月まで）

項　目 事　　由 件数 面積　㎡

合　　　　　計
自　己　転　用
権利移転を伴う転用

農地として利用す
るための移動
（農業経営基盤強化促進
　法第18条第１項の規定
　による農用地利用集積
　計画）

農地として利用
するための移動
（農地法第３条
許可）

所有権
移　転

小　　　計

交　　　換
競　　　売

贈　　　与
売　　　買

農地の転用
（農地法第４・５条許可）

賃貸借の解約（農地法第１８条通知）

賃貸借権の設定
使用貸借権の設定
合　　　　　計

利用権の設定（賃貸借）
所有権移転（売　買）
所有権移転（交　換）
農 地 中 間 管 理 事 業

合　　　計

12
6
6
2

26
7

－
33

114
79
39
－

141
259

2
28
30

26,518
40,684
21,674
10,975
99,851
50,028

－
149,879
851,516
595,960
168,613

－
1,345,494
2,110,067

2,931
19,223
22,154

農家相談日のご案内
　農業委員会では、農家の皆さんの悩み・疑問に応えるため、農業委員による農家相談を開催してお

ります。農地や農業に関する困りごと等の相談を受け付けますので、お気軽においでください。

　なお、事前に相談内容と希望日時についてご連絡を頂ければ、あらかじめ資料や地図・台帳の準備

を行うことができるため、スムーズに相談に対応することが可能です。相談したい内容や希望日時が

おわかりの場合は、農業委員会事務局（☎0229-58-1214）へ相談日前日までにご連絡いただきますよ

うお願いいたします。

※当日の受付にも対応いたしますが、予約の方を優先とさせていただくためお待ちいただく場合がご

　ざいます。

開 催 日　８月10日（火）、９月３日（金）、10月21日（木）、11月５日（金）、11月19日（金）

受付時間　午前９時から午前11時30分まで

場　　所　美里町南郷庁舎（農業委員会事務局へお越しください。）

※12月以降の農家相談日については、広報みさと及び農業委員会だより（12月１日発行）でお知らせ

　します。

全国農業
新聞NATIONAL

AGRICULTURAL
NEWS

　全国農業新聞は地域農業者の
代表である農業委員会のネット
ワークが発行する週刊の農業総
合専門誌です。
　ぜひご購読ください。

農家のための情報誌

●発行日：毎週金曜日

●購読料：月額７００円

●申込先：農業委員会



農地利用状況調査の

実施について

【農地パトロールの目的】

①農地利用の確認

②遊休農地の実態把握と発生防止・解消

③違反転用の発生防止・早期発見

県・市町村・農業委員会・ＪＡ・

土地改良区等

農地中間管理機構
（農地集積バンク）

①出し手から農地を借受け

②必要な場合は簡易な条件
　整備等を実施

③受け手（担い手）への農
　地集積に配慮し貸付

（出し手・受け手の負担が伴います。）

連携 協力

機構から
借受け

機構へ
貸付け

注）農用地等として利用が困

難な場合や，該当区域の受け

手リストに候補者がいない場

合などは，すぐには借り受け

せず、貸付希望者リスト（出

し手リスト）に掲載してマッ

チング活動を継続します。

農業委員会だより み　　さ　　と

　
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
続
く
中
、
外
食
産
業
の

自
粛
等
で
米
消
費
減
、
本
年
産
米
価
格
の
下

落
が
心
配
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
今
年
、
地
震

多
発
や
各
地
で
大
雨
被
害
等
々
、
今
後
の
異

常
気
象
、
自
然
災
害
に
大
き
な
不
安
も
。

　
そ
ん
な
昨
今
で
す
が
、
毎
日
の
よ
う
に
雨

が
続
い
た
今
年
の
梅
雨
。
そ
の
雨
の
合
間
に
、

麦
後
大
豆
播
種
の
作
業
光
景
が
。
終
了
し
た

人
は
仲
間
の
応
援
に
。
少
な
い
チ
ャ
ン
ス
を

生
か
す
頑
張
り
に
、
農
業
者
の
た
く
ま
し
さ

と
心
遣
い
を
感
じ
ま
し
た
。

　
普
段
の
生
活
が
制
限
さ
れ
る
中
、
自
身
で

何
が
チ
ャ
ン
ス
な
の
か
模
索
、
生
か
す
こ
と

が
今
一
番
大
切
か
と
。

　
新
体
制
と
な
っ
て
初
め
て
の
委
員
会
だ
よ

り
。
今
後
も
多
く
の
話
題
、
情
報
を
皆
様
に

発
信
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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令和３年８月１日（6）

農地法第３条下限面積の引き下げについて
　農地法施行規則第17条により、農業委員会が省令に定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部
について別段の面積を定め、これを公示したときは、その面積を農地法第３条第２項第５号の下限面積と
して設定できることとされています。
　農地法第３条により農地を取得する際の下限面積について、これまで50アール（空き家に付随した農地
を除く）としてきましたが、令和３年４月１日より30アールに引き下げを行いました。また、空き家に付
随した農地を取得する際の下限面積も、１アールから0.01アールに引き下げました。
　詳細につきましては、農業委員会へお問い合わせください。

　農業委員会は、農地法に基づき、８月４日
（水）及び５日（木）に農地利用状況調査（農地
パトロール）を行います。農地に立ち入る場
合もありますので、ご理解をお願いします。
　調査の結果、遊休農地または遊休化のおそ
れのある農地を把握した場合には、その所有
者等を対象に、今後の農地に対する意向調査
を行いますので、ご協力をお願いします。

農地中間管理事業を活用しましょう！

　相続等により農地の権利を取得した時は、農
地のある農業委員会へ届出が必要です（複数の
市町村に農地を所有している場合はそれぞれに
届出が必要です。）。
　権利を取得したことが確認できる書類（登記
完了証・登記事項証明書等）と印鑑をお持ちに
なって、農業委員会事務局で手続きをお願いし
ます。

　相続登記を放置していると権利関係が複雑になり、
農地を売りたい・貸したいと思った時にすぐに手続
きが出来ないなど、思わぬ不利益を受けることがあ
ります。
　また、令和６年を目途に相続登記を義務化する法
律が施行される予定です。相続登記についてお困り
の方は、法務局などにお問い合わせください。

編 

集 

後 

記

農地を相続したら届出を 農地の相続手続きはお早めに

農地中間管理事業の仕組み

詳細については、ＪＡ（営農センター）又は農業委員会へご相談ください。


